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裁判員制度と信教の自由
―わが国の現状と課題― 

２０１０・１１・６ 

第６１回宗教法学会（於青山学院大学） 

四 宮  啓（弁護士・國學院大學） 
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第１ 裁判員制度と裁判員「義務」 
１ 裁判員制度の精神と裁判員義務 

司法制度改革と裁判員制度 

 ー裁判員はなぜ国民の義務とされたのか 

 

司法制度改革における国民像 

 

  －統治主体としての国民 

 

  －「法の支配」の担い手としての国民 
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  司法制度改革意見における 

 「法の支配」を実現する仕組み 

法
の
支
配 

個
人
の
尊
重 

国
民
主
権 

法を使う国民 

法を担う国民 

質・量豊かな法律家の奉仕 

法テラス、ADR 

裁判迅速化 

知財紛争、その他 

法科大学院 

その他 

裁判員制度 

検察審査会制度 

その他 
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第１ 裁判員制度と裁判員「義務」 
２ 関係法令と判例 

【裁判員法】 

 １３条（裁判員の選任資格） 

 ２９条１項（裁判員候補者の出頭義務） 

 ５２条（裁判員・補充裁判員の公判期日出頭義務） 

 ６６条２項（裁判員の評議出席・意見表明義務） 

 ６３条１項（裁判員の判決期日への出頭義務） 

 ７０条１項（評議の秘密を守る義務） 

 １０８条（罰則：守秘義務違反・刑事罰） 

 １１２条（罰則：出頭義務違反・行政罰） 



5 

第１ 裁判員制度と裁判員「義務」 
２ 関係法令と判例 

【憲法】 

 １３条（個人の尊重） 

 １８条後段（苦役からの自由） 

 １９条（思想・良心の自由） 

 ２０条１項（信教の自由）、２項（宗教上の行為か
らの自由） 

 

【判例】 

東京高裁平成２２年４月２２日判決 
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第１ 裁判員制度と裁判員「義務」 
３ 若干の法律論 

【憲法論】 

土井真一「日本国憲法と国民の司法参加―法の

支配の担い手に関する覚書」（『岩波講座憲法４ 
変容する統治システム』岩波書店、２００７年、２
３５頁以下） 

 

憲法２０条論について 
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第２ これまでの実務 

１ 選任手続きの流れ 

裁判員候補者名簿調製・記載・通知 

調査票 

  －呼出さない措置の有・無 

呼出すべき裁判員候補者の選定・呼出し 

 （事前）質問票 

  －呼出し取消の有・無 

選任手続き当日の質問 

選任・不選任 
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第２ これまでの実務 

３ 宗教と辞退の実際（１） 

聖職者からの辞退申出 

   裁判員法１６条８号ハ「その従事する事業にお

ける重要な用務であって自らがこれを処理しなけ
れば当該事業に著しい損害が出るおそれがある
ものがあること」  →葬儀の可能性 

澁谷友光氏（牧師・青森）の経験 

     「牧師であるわたしが、主に仕える者として意見

を発していく必要がある。そのためのよい機会だ
と思えました。」（キリスト新聞2009.9.19） 
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第２ これまでの実務 

３ 宗教と辞退の実際（２） 

宗教を理由とした辞退申出 

      政令６条「裁判員の職務を行い、又は裁判員候

補者として（中略）裁判員等選任手続の期日に
出頭することにより、自己または第三者に身体上、
精神上又は経済上の重大な不利益が生ずると
認めるに足りる相当の理由があるとき」 

具体例： 

    「宗教上人を裁くことに疑問がある」 

    「聖書に基づく信条・良心に反する」 
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第３ 課題と展望 

 辞退制度の趣旨と宗教的理由 

 近代国家における裁判制度 

  －「人を裁く」ことなのか 

 宗教・宗教人・宗教団体と社会 

  澁谷友光氏「聖書にあるとおり、『人を裁くな』というのは
大前提。だからといって裁判員にならないというのは、あ
まりにも世間に対して背を向けた態度。制度として決まっ
た以上は、その中でわたしたちに何ができるかを考える
のがクリスチャンの務めだと思います」（前同新聞）。 

 再び、「法の支配」の担い手としての国民 


